
平成 2 4 年 7 月 1 2

平成 2 4 年 7 月

専決処分の承認を求めるこ とについて

平成 2 3 年度補正予算書 (第 1 号) を全国森林環境税創設促進議員連盟規約第 1 3 条第

2 項の規定に基づき別紙のとお り専決処分 したので、 同条同項の規定に基づき承認を求め

る。
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全国森林環境税創設促進議員連盟

会　 長　　 板　 垣　
一　

徳

日　 提出

日



(単位 : 円)

第 1 表　 歳出予算補正

項　　　 目 補正前の額 補 正 額 計 内　　　　　 訳

償還金、 利子

及び割引料
0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 一時借入金利子

予　 備　 費 9 5 7 , 0 0 0 △ 4 , 0 0 0 9 5 3 , 0 0 0

合　　　　 肝 8 , 10 7 , 0 0 0 0 8 , 10 7 , 0 0 0

2　 歳出

平成 2 3 年度補正予算書 (第 1 号)

平成 2 3 年度補正予算書 (第 1 号) は、 次に定めるところによる。

(歳出予算の補正)

第 1 条　 歳出予算の総額は変更しない。
2　 歳出中、 事務費の次に、 償還金、利子及び割引料を加える。
3　 歳出予算の補正の項目の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第

1 表　 歳出予算補正」 による。

別　 紙

専第 1 号

全国森林環境税創設促進議員連盟

会　 長　　 板　 垣　 一　 徳

平成 2 3 年 7 月 2 5 日　 専決

[参考資料]

○資金計画

6 5 0 %
一

9 3 7 円
一

平成 2 3 年 7 月 2 5 日

1 , 3 0 0 , 0 0 0 円

平成 2 3 年 7 月 2 9 日から 1 0 月 3 日まで ( 6 7 日間)

3

1

(単位 : 月日・円)(H23. 7. 29から H23. 10. 3まで67 日間)

○一時借入金

支出負担行為日

一時借入金

借入期間

借入利率

借入利子

区 分 7 . 14 7 . 2 9 8 . 15 8 . 3 1 9 . 15 9 . 3 0 10 . 3

歳　　 入 1 , 6 0 6 , 8 7 6 0 0 0 0 0 5 , 10 0 , 0 0 0

歳　　 出 1, 0 5 4 , 2 7 9 1 , 6 12 , 10 0 10 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 0

差 引 残 額 55 2 , 5 9 7 △ 1, 059 , 50 3 2 3 0 , 4 9 7 17 5 , 4 9 7 12 5 , 4 9 7 7 5 , 4 9 7 3 , 8 7 5 , 4 9 7

一時借入金 1, 3 0 0 , 0 0 0 △ 1, 30 0 , 000


